
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の本文及び添付書類の一部補正（第 3回）の新旧対比表 

【添付書類８（1. 安全設計の考え方 1.8 「設置許可基準規則」への適合のうち、第３条）に係る記載の抜粋】 

  



添 8-1-1.8/1.9-1 

変更前（2021.12.2付補正） 変更後 

 

（試験研究用等原子炉施設の地盤） 

第三条 試験研究用等原子炉施設（水冷却型研究炉、ガス冷却型原子炉及びナトリウム冷却型高速

炉に係るものを除く。以下この章において同じ。）は、次条第二項の規定により算定する地震

力（試験研究用等原子炉施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」と

いう。）にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作用した場合においても当該試験研究用

等原子炉施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 耐震重要施設は、基準地震動による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上

のずれが発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。

主冷却機建物については、地盤強度のばらつきを考慮した場合、解析用地下水位を地表面に設定した場

合のいずれも評価基準値 1.5 を上回るように抑止杭による補強を行い、すべりに対して十分な安定性を

確保する。 

 

 

 

２ について 

 耐震重要施設は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に

伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能

が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

 

３ について 

 耐震重要施設は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことが確認された地盤に設置する。 

 

   

 添付書類六の以下の項目参照 

3. 地盤 
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